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生でも食べることが出来る新鮮なさんまを豪快に炭火焼

に！！こんがり焼けたさんまは皮がパリパリ、中は脂も

のってジューシーな味わいでした。 

第 5７号 
広 報 誌 

 

 

 秋が深まり始めた１０月９日（木）、天気にもめぐまれ、

恒例の秋のさんま祭りが開催されました。 

 

 利用者の皆さんは、鬼をめがけてストレス発散？をす

る利用者、少し遠慮がちに投げる利用者など、それぞれ

の思いを込めて厄を払っていました。 

 ２月３日は、節分。デイサービスセンター黒石でも 

豆まきを行いました。今年の鬼は優しそうな職員？と 

カレンダー大好きな利用者が頑張ってくれました。 

 

 ２月４日は、マックスバリュー様より恵方巻きをい

ただきました。ご家族への嬉しいおみやげとして持ち

帰り、東北東を見ながら食べた事でしょう。 

 今年も利用者皆さんに福が来ますように❤ 

うがー！ 
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“旬”を食し満足出来たさんま祭り。また来年も

美味なさんまに期待したいですね！ 

 

 

みなさん笑顔で「美味しい」と食べていました♪ 
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雇用・就労が困難な在宅障がい者の方々に対して、 

創作活動や生産的活動の機会を提供しています。 

入浴を含む介護サービスも行っていますので、介護を 

必要とされる方も安心してご利用いただけます。 

 

 

○利用料  無料 

○活動日  月～金（祝日は休み） 

○食事・送迎  

希望により実施致します。 

・食事  ￥３５０ 

  ・送迎 片道￥５０ 

 

黒石市から相談支援事業の委託を受けて、相談支援専門員 が障がい者の方々の 相談支援 を 

行っています。 

 生活全般についての相談に応じ、福祉サービスの利用方法や行政機関、施設の紹介などの 

情報提供やそれに伴う手続き・申請に関する援助を行っています。 

（主な支援内容） 

 ・福祉サービスの利用等に関する支援  ・権利擁護のための必要な支援 

 ・社会資源を活用するための支援    ・サービス等利用計画作成 

 ・専門機関の紹介 

・社会生活力を高めるための支援 

 

相談だけではなく、こんな情報を知りたいということでも構いません。 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

  

 

 

 サポートセンターくろいし（地活Ⅰ型）は、

生産的活動（工賃１日 200 円）、創作活動など

の機会を提供する活動支援、地域や福祉につい

ての情報提供を行っています。 

「これからの 行事予定(全体行事)」 

 

」 

  

 

  

  

３月  買物外出 

  

たくさんのご参加お待ちしております☆ 

 デイサービスのご利用について 

「生活介護」の利用条件～ 

 障がいをお持ちの方で障がい程度区分が 3 以上であること。 

ただし、50 歳以上であれば区分 2 であっても利用できます。 

 

「就労継続支援 B 型（非雇用型）」の利用条件～ 

 就労経験のある方や雇用に結びつかなかった障がい者の方。 

※障がい程度区分の基準はありません。 

３月行事予定 

○生活介護 

☆買物外出 

 

 

 
 新鮮で美味しかった♪来年も楽しみだなぁ。 

        （Ｒさん） 

 

 さんまがとても大きくて食べごたえがありました。 

        （Ｋさん） 

○就労Ｂ 

 ☆お疲れ様会 

  

 

 

 

 デイサービスのご利用について 

「生活介護」の利用条件～ 

 障がいをお持ちの方で障がい程度区分が 3 以上であること。 

ただし、50 歳以上であれば区分 2 であっても利用できます。 

 「就労継続支援 B 型（非雇用型）」の利用条件～ 

 就労経験のある方や雇用に結びつかなかった障がい者の方。 

※障がい程度区分の基準はありません。 

１１月行事予定 

 炭で焼いていたので香ばしくて、いつものさんまより

美味しく感じました！      （Ｙさん） 

生活介護・就労Ｂ 

青森イトーヨーカドー買い物外出 

  

 

  

 

すっかり肌寒くなり

ましたね…。 

みなさん、体調崩さな

いように気をつけまし

ょうね☆ 

編集後記 

秋真っ盛りの 10 月 26 日(日)、就労支援事業所を利用している

メンバーは弘前公園で開催されている「弘前城菊と紅葉まつり」の

見学に出かけました。 

 

三上 

私たちはその後追手門広場で昼食をとり、「さくら野」へ移動、それぞれ買い物を楽

しみました。丁度季節の変わり目とあって秋冬物の衣類を買い込む方もあり、有意義

な時間を過ごすことが出来ました。利用者の方々の満面の笑顔が楽しかった一日を物

語っているかのような一日でした。 

 

参加利用者 9 名、引率職員 3 名の 12 名を乗せた車は、好天

の津軽路をひた走り、観光客で込み合う弘前公園に到着です。 

丁度会場では、よさこいソーランの演舞が行われており舞い散る

真っ赤なもみじの葉とあいまって、まるで一幅の絵のように私たち

を魅了しました。菊の花も満開で大河ドラマの軍師官衛兵の菊人形

には多くの観光客が見とれていました。 

 

 

 


